
－ 制 定 ・ 改 廃 の 概 要 － 
 
 

条例・規則名   東京都公害防止資金貸付け等に関する規則等の

一部を改正する規則 
 

公布年月日・番号 平成 13 年１月５日・東京都規則第２号 

 

１ 概要 

 

＜東京都浄化槽の保守点検等に関する規則（昭和 60 年東京都規則第 152 号）

の一部改正＞ 

 

  中央省庁等改革基本法（平成 10 年 6 月 12 日法律第 103 号）の施行（省庁

再編）により環境省が設置されたことに伴い、規定を整備したものである。 

  具体的には、別記第３号様式及び第４号様式中、 

  厚生大臣 → 環境大臣 

 
 

２ 施行期日 

 平成 13 年１月６日 

 

３ 問い合わせ先 

＜東京都浄化槽の保守点検等に関する規則の一部改正＞ 

   環境局廃棄物対策部一般廃棄物対策課施設審査係 

   直通電話 ０３（５３８８）３５８２ 

   都庁内線 ４２－８４３ 
 


